
議案第５８号  

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成３０年 ２ 月２２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２６９号」を「第２７４号」に改め、同条第３５号中

「７５，０００円」を「６７，０００円」に改め、同条中第２８５号を第２９

０号とし、第２６５号から第２８４号までを５号ずつ繰り下げ、同条第２６４

号中「第２５７号」を「第２６２号」に改め、同号を同条第２６９号とし、同

条第２６３号ア中「第２５９号ア」を「第２６４号ア」に改め、同号イ中「第

２５９号イ」を「第２６４号イ」に改め、同号ウ(ア)ａ中「第２５９号ウ(ア)」を

「第２６４号ウ(ア)」に改め、同号ウ(イ)ａ(ａ)中「第２５９号ウ(イ)ａ」を「第２６

４号ウ(イ)ａ」に改め、同号ウ(イ)ｂ中「第２５９号ウ(イ)ｂ」を「第２６４号ウ(イ)

ｂ」に改め、同号ウ(イ)ｃ中「第２５９号ウ(イ)ｃ」を「第２６４号ウ(イ)ｃ」に改

め、同号を同条第２６８号とし、同条第２６２号中「第１８９号」を「第１９

４号」に、「第１９４号」を「第１９９号」に改め、同号を同条第２６７号と

し、同条第２６１号ア(イ)中「第２５９号ア(イ)」を「第２６４号ア(イ)」に改め、

同号イ(イ)中「第２５９号イ(イ)」を「第２６４号イ(イ)」に改め、同号ウ(イ)中「第

２５９号ウ(イ)」を「第２６４号ウ(イ)」に改め、同号を同条第２６６号とし、同

条第２６０号中「第１８９号」を「第１９４号」に、「第１９４号」を「第１

９９号」に、「第２６２号」を「第２６７号」に改め、同号を同条第２６５号



とし、同条第２５９号ア(イ)ａ中「第２６１号及び第２６３号」を「第２６６号

及び第２６８号」に改め、同号ア(イ)ｂ及びｃ中「第２６３号」を「第２６８号」

に改め、同号を同条第２６４号とし、同条中第２５８号を第２６３号とし、同

条第２５７号中「第１９２号」を「第１９７号」に改め、同号を同条第２６２

号とし、同条第２５６号中「第１８９号」を「第１９４号」に、「第１９４号」

を「第１９９号」に改め、同号を同条第２６１号とし、同条第２５５号ア(イ)中

「第２５３号ア(イ)」を「第２５８号ア(イ)」に改め、同号イ(イ)中「第２５３号イ

(イ)」を「第２５８号イ(イ)」に改め、同号ウ(イ)中「第２５３号ウ(イ)」を「第２５

８号ウ(イ)」に改め、同号を同条第２６０号とし、同条第２５４号中「第１８９

号」を「第１９４号」に、「第１９４号」を「第１９９号」に、「第２５６号」

を「第２６１号」に改め、同号を同条第２５９号とし、同条第２５３号ア中「第

２５５号、第２５９号、第２６１号及び第２６３号」を「第２６０号、第２６

４号、第２６６号及び第２６８号」に改め、同号イ中「第２５５号、第２５９

号及び第２６１号」を「第２６０号、第２６４号及び第２６６号」に改め、同

号を同条第２５８号とし、同条中第２５２号を第２５７号とし、第２５１号を

第２５６号とし、同条第２５０号中「第１８９号」を「第１９４号」に改め、

同号を同条第２５５号とし、同条第２４９号中「第２５１号」を「第２５６号」

に改め、同号ア中「第２４７号ア(ア)又は(イ)」を「第２５２号ア(ア)又は(イ)」に改

め、同号イ中「第２４７号イ(ア)から(ケ)まで」を「第２５２号イ(ア)から(ケ)まで」

に改め、同号ウ中「第２４７号ウ(ア)又は(イ)」を「第２５２号ウ(ア)又は(イ)」に改

め、同号を同条第２５４号とし、同条第２４８号中「第１８９号」を「第１９

４号」に、「第１９４号」を「第１９９号」に、「第２５０号」を「第２５５

号」に改め、同号を同条第２５３号とし、同条第２４７号イ中「第２４９号」

を「第２５４号」に改め、同号を同条第２５２号とし、同条中第２４６号を第

２５１号とし、第２０６号から第２４５号までを５号ずつ繰り下げ、同条第２

０５号中「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書又は第１３項ただ

し書」に改め、同号を同条第２１０号とし、同条中第２０４号を第２０９号と

し、第１９７号から第２０３号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１９６号中「第



１８９号」を「第１９４号」に、「第１９４号」を「第１９９号」に改め、同

号を同条第２０１号とし、同条中第１９５号を第２００号とし、第１９４号を

第１９９号とし、第１９３号を第１９８号とし、同条第１９２号イ(ア)中「第２

５７号及び第２５９号」を「第２６２号及び第２６４号」に改め、同号を同条

第１９７号とし、同条中第１９１号を第１９６号とし、第１３４号から第１９

０号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１３３号中「第９８号から第１３１号ま

で」を「第１０３号から第１３６号まで」に改め、同号を同条第１３８号とし、

同条第１３２号中「第９８号」を「第１０３号」に改め、同号を同条第１３７

号とし、同条中第１３１号を第１３６号とし、第７６号から第１３０号までを

５号ずつ繰り下げ、第７５号を第７７号とし、同号の次に次の３号を加える。 

(78) 土壌汚染対策法第２７条の２第１項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲 

渡及び譲受の承認の申請に対する審査 １件につき １２０，０００円 

(79) 土壌汚染対策法第２７条の３第１項の規定に基づく汚染土壌処理業者で 

ある法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査  

１件につき １２０，０００円 

(80) 土壌汚染対策法第２７条の４第１項の規定に基づく汚染土壌処理業に係 

 る相続の承認の申請に対する審査   １件につき １２０，０００円 

第２条中第７４号を第７６号とし、第５２号から第７３号までを２号ずつ繰

り下げ、第５１号の次に次の２号を加える。 

(52) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の７第１項の規定に基づく 

２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する 

審査                １件につき １４７，０００円 

(53) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の７第７項の規定に基づく 

 ２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変

更の認定の申請に対する審査     １件につき １３４，０００円 

 第５条中「第２条第２８３号」を「第２条第２８８号」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



参考資料 

   制 定 要 旨 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、２以上の事業者によ

る産業廃棄物の処理に係る特例の認定等の申請に係る手数料を新設すること、

土壌汚染対策法の一部改正に伴い、汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認等の

申請に係る手数料を新設すること等のため、この条例を制定するものである。 


